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パワーハラスメント防止対策について

2

１．パワーハラスメントの現状と その影響

２．「職場のハラスメント」とは

３．法改正の内容

具体的に何をすればよいか

４．ハラスメントを予防するには

職場におけるパワーハラスメント対策が
事業主の義務になりました！

パンフレットQRコード



パワーハラスメントの現状①

◼ パワーハラスメントの発生状況
（パワハラを受けた経験）

（回答：10,000人）

過去３年間にパワハラを
受けたことはありますか？

◼ パワーハラスメントを受けて
（被害者の行動）

そのパワハラを受けた後
どうしましたか？（複数回答）

ある
32.5％

ない
67.5％

何も
しなかった

同僚に
相談

上司に
相談

会社を
退職

（平成28年度 厚生労働省 「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」従業員調査より）

（回答：3,250人
（過去３年間にパワハラを受けたと回答した者））
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パワーハラスメントの現状②

◼ 総合労働相談へ寄せられた「いじめ・嫌がらせ」の相談件数



◼ 都道府県労働局に寄せられた企業と労働者の紛争に関する相談の状況
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パワーハラスメントの現状③

（厚生労働省「平成30年度個別労働紛争解決制度施行状況」より）

45,939
51,670

59,197
62,191

66,566
70,917 72,067

82,797

25,966 29,763

33,049 34,624
37,648

40,364 38,954 41,258

57,785

51,515
43,956

38,966 37,787

36,760
33,269

32,614
36,849 33,955

30,067
28,015 26,392 27,723 25,841 27,082

26,828 25,838 25,041
21,928 22,110 21,901 20,736 21,125

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

いじめ・嫌がらせ

自己都合退職

解雇

労働条件の引き下げ

退職勧奨



職場の雰囲気が悪くなる

従業員の心の健康を害する

従業員が十分に能力を発揮できなくなる

人材が流出してしまう

職場の生産性が低下する

企業イメージが悪化する

訴訟などによる損害賠償などの
金銭的負担が生じる

その他

特に影響はない

◼ パワーハラスメントによる影響（複数回答）

（平成28年度 厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」より）

（企業調査 回答：4,587社）
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パワーハラスメントによる影響



妊娠、出産、育児休業、介護休業等の制度の利用などに関し、上司や同僚が
嫌がらせを行うことです。
※「マタハラ」とよく言われますが、妊娠だけとは限らず、被害は女性に限りません。

労働者の意に反する性的な言動をいいます。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位
性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は
就業環境を悪化させることです。

職場のハラスメント（防止措置義務があるもの）

セクシュアルハラスメント

パワーハラスメント

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
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顧客・取引先からのクレーム・言動のうち、当該

クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、

当該要求を実現するための手段・態様が社会通念

上不相当なものであって、当該手段・態様により、

労働者の就業環境が害されるもの

カスタマーハラスメント対策
（取り組みを行うことが望ましい）
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カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメント対策
企業マニュアル

QRコード



「職場」とは

「労働者」とは

◆事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所
以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

◆勤務時間外の「宴会」「懇親の場」などであっても、実質上職務の延長と考えられるも
のは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加
が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。

◆事業活動に従事する人すべて
◆正規雇用労働者、パートタイム労働者、契約社員、アルバイト
派遣社員、嘱託社員 等

「職場」の例
・取引先の事務所
・取引先と打合せをするための飲食店（接待の席も含む）
・顧客の自宅
・出張先
・業務で使用する車中
・テレワークを実施している場所
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「職場」と「労働者」の範囲について



職場におけるセクシュアルハラスメントとは、

「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な
言動」が行われ、それを拒否したことで労働条件について不利益
を受けたり、就業環境が害されることです。

労働者が解雇、 降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、
客観的に見て不利益な配置転換 などの不利益を受けることです。

労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じ
るなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。

労働条件の不利益

就業環境が害される
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セクシュアルハラスメントとは？ （男女雇用機会均等法）

職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。

平均的な女性労働者・男性労働者の感じ方を基準（一定の客観性）
本人の「主観」を重視しつつ、個別の状況を斟酌

判断基準



「職場」において行われる上司・同僚からの言動（妊娠・出
産したこと、育児休業・介護休業等の利用に関する言動）に
より、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得
した男女労働者等の就業環境が害されること
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妊娠・出産・育休等に関するハラスメントとは？
（男女雇用機会均等法・育児介護休業法）

制度等の利用への嫌がらせ型

◆制度等の利用を理由に解雇や不利益取扱いを示唆する言動
◆制度等の利用を阻害する言動
◆制度等の利用を理由に嫌がらせ等をする言動

状態への嫌がらせ型

◆妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害
されるものをいいます。
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【参考】妊娠等を理由とする不利益取扱い
またはハラスメント行為をした者（複数回答）

妊娠等を理由とする不利益取扱い行為をした者は「直属上司(男性)」

「直属よりも上位の上司(男性)」に続き、

「直属上司(女性)」や「同僚・部下(女性)」が挙げられています。

出所：JILPT「妊娠等を理由とする不利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査」をもとに厚生労働省作成
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妊娠・出産等に関するハラスメントに該当しない例

（業務上必要な言動）
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「業務上必要な言動」はハラスメントに該当しません。
ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性
があります。



パワーハラスメントとは？

・被害者が行為者に抵抗または拒絶できない蓋然性が高い関係
上司から部下、先輩、後輩間や同僚同士間、部下から上司、集団によるもの

（キャリアや技能、知識に差がある場合も含まれ、雇用形態の違いも要素となる）

・社会通念に照らし、業務上明らかに必要のない、又はその態様が相当
でない

・身体的又は精神的に苦痛を与えられ、職場環境が不快なものとなった
ため能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業上看過できない程度
の支障が生じる状態 ⇒「平均的な労働者の感じ方」が基準
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①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるもの

以下の３要素（①～③）を満たすもの

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導
については、該当しない
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「平均的な労働者の感じ方」

同じ場面で、課長Ａの言動に対
して、新人Ｄと同じような苦痛
を感じると、想像されるか

同じ場面で、課長B、課長Cが
同じような言動をすると、
想像されるか

課長Ｂ、Ｃに置き換え

新人Ｅ、Ｆに置き換え

（行為者）
課長Ａ

（被害者）
新人Ｄ

課長Ｂ 課長Ｃ

新人Ｅ 新人Ｆ
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パワハラ「該当する・しない」例 ①

代表的な言動
類型

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

(1)身体的な攻撃
①殴打、足蹴りを行う
②相手に物を投げつける

①誤ってぶつかる

(2)精神的な攻撃

①人格を否定するような言動を行
う。相手の性的指向・性自認に
関する侮辱的な言動を含む

②業務の遂行に関する必要以上に
長時間にわたる厳しい叱責を繰
り返し行う

③他の労働者の面前における大声
での威圧的な叱責を繰り返し行
う

④相手の能力を否定し、罵倒する
ような内容の電子メール等を当
該相手を含む複数の労働者宛て
に送信する

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動
が見られ、再三注意してもそれが改
善されない労働者に対して、一定程
度強く注意する

②その企業の業務の内容や性質等に照
らして重大な問題行動を行った労働
者に対して、一定程度強く注意する

注意：限定列挙
ではない
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パワハラ「該当する・しない」例 ②

代表的な言動
類型

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

(3)人間関係から
の切り離し

①自身の意に沿わない労働者に対
して、仕事を外し、長期間にわ
たり、別室に隔離したり、自宅
研修させたりする

②一人の労働者に対して同僚が集
団で無視をし、職場で孤立させ
る

①新規に採用した労働者を育成するた
めに短期間集中的に別室で研修等の
教育を実施する

②懲戒規定に基づき処分を受けた労働
者に対し、通常の業務に復帰させる
ために、その前に、一時的に別室で
必要な研修を受けさせる

(4)過大な要求

①長期間にわたる、肉体的苦痛を
伴う過酷な環境下での勤務に直
接関係のない作業を命ずる

②新卒採用者に対し、必要な教育
を行わないまま到底対応できな
いレベルの業績目標を課し、達
成できなかったことに対し厳し
く叱責する

③労働者に業務とは関係のない私
的な雑用の処理を強制的に行わ
せる

①労働者を育成するために現状よりも
少し高いレベルの業務を任せる

②業務の繁忙期に、業務上の必要性か
ら、当該業務の担当者に通常時より
も一定程度多い業務の処理を任せる

注意：限定列挙
ではない
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パワハラ「該当する・しない」例 ③

代表的な言動
類型

該当すると考えられる例 該当しないと考えられる例

(5)過小な要求

①管理職である労働者を退職させ
るため、誰でも遂行可能な業務
を行わせる

②気にいらない労働者に対して嫌
がらせのために仕事を与えない

①労働者の能力に応じて、一定程度業
務内容や業務量を軽減する

(6)個の侵害

①労働者を職場外でも継続的に監
視したり、私物の写真撮影をし
たりする

②労働者の性的指向・性自認や病
歴、不妊治療等の機微な個人情
報について、当該労働者の了解
を得ずに他の労働者に暴露する

①労働者への配慮を目的として、労働
者の家族の状況等についてヒアリン
グを行う

②労働者の了解を得て、当該労働者の
機微な個人情報（左記）について、
必要な範囲で人事労務部門の担当者
に伝達し、配慮を促す

注意：限定列挙
ではない



パワハラ法制化の内容
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事業主の講ずべき措置（３０条の２第１項）

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動

であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用

する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者から

の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇

用管理上必要な措置を講じなければならない。

パワーハラスメント防止措置義務

①周知・啓発（研修等）

②相談窓口等の設置・整備

③パワハラ発生⇒迅速で適切な対応

事業主に
義務付け!!

労働施策総合推進法



事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置
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（１）事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

①ハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を
明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること

②行為者について厳正に対処する旨等、就業規則等に規定、周知・
啓発すること



事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置
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（２）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

④相談窓口担当者が、内容や状況等に適切に対処できるように
すること



事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置
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（３）事後の迅速かつ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること

⑦事実関係が確認できた場合には、行為者に対する措置を適切に
行うこと

⑥事実関係が確認できた場合には、速やかに被害者に対する配慮の
措置を適切に行うこと

⑧再発防止に向けた措置を講ずること



事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置
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（４）併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者のプライバシーの保護のために必要な措置を講じ、
周知すること

⑩相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の
援助制度を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱い
をされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

＜ 解雇その他不利益取扱いの例 ＞

➢ 解雇すること

➢ 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと

➢ 退職の強要を行うこと

➢ 正社員をパートタイム労働者等の非正規雇用社員とするような、

労働契約内容の変更の強要を行うこと

➢ 不利益な配置変更を行うこと 等



事業主がハラスメント防止のために講ずべき措置

24

（５）職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメン
トの原因や背景となる要因を解消するための措置

⑪業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、
必要な措置を講ずること

妊娠・出産・育児休業等ハラスメントのみ



・○○が相談窓口

・口頭、書面、メール、チャットなど相談方法

・プライバシー保護、不利益取扱いを行わない
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社内ルールの確認

第●●条（服務）

ハラスメント防止規程第●条に該当する行為を行わない

第●●条（懲戒）

ハラスメント行為があったとき

ハラスメント防止規程

就業規則



『ハラスメント防止規程』の例

職場におけるパワーハラスメント対策が
事業主の義務になりました！

パンフレット抜粋
QRコード
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ハラスメント防止ちらし例（兵庫労働局）
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パワハラ防止対策チェックシート 1/2

防止対策としてあらかじめ講じなければならない措置
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パワハラ防止対策チェックシート 2/2

相談があった場合に講じなければならない措置
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情報提供 ①
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情報提供 ②
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ハラスメントの原因

セクシュアルハラスメント ・性的役割分担意識

妊娠・出産・育児休業等
ハラスメント

・性的役割分担意識

・制度を利用できない風土

・制度の周知不足

パワーハラスメント

・感情のコントロールができない

・教育とハラスメントの違いが
分からない
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性的役割分担意識 について

「男らしい」「女らしい」など、固定的な性別役割分担意識に基づいた
言動も、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等ハラス
メントの原因や背景となってしまう可能性があります。

・結婚、出産、体型、容姿、服装などに関する発言
・「男のくせにだらしない」「家族を養うのは男の役目」
・「この仕事は女性には無理」
・「子どもが小さいうちは母親は子育てに専念すべき」 など

このような言動は、無意識のうちに言葉や行動に表れてしまうものです。
日頃から自らの 言動に注意するとともに、部下の言動にも気を配り、
ハラスメントの背景となり得る言動についても配慮することが大切です。
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ハラスメントを予防するためには

職場環境の問題の解消

• 上司と部下のコミュニケーションが少ない

• コミュニケーションが一方通行である

• 残業が多い・休みが取りづらい

• 失敗が許されない、失敗への許容度が低い

ハラスメント防止措置
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